
様式第３（第4条第3項第1号、第5条第1項及び第2項、第8条第1項及び第2項、第9条第1項第1号、     

第9条第3項及び第4項、第11条第5項第2号、第12条第4項及び第5項、第60条の2第1号関係） 

 

ネットワーク構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 利用者から他の利用者又は他の電気通信事業者のネットワークに至るまでの通信の流れがわかる

ように、これらの間を接続する電気通信回線の概要を記載すること。 

２ 一葉の用紙に記載できない場合には、全体の構成が把握できるよう、ネットワークの階層、地域そ

の他適宜の区分に用紙を分けて記載すること。 

３ ネットワークの名称その他の参考となる事項を記載すること。 

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

記 載 例（別紙のとおり） 

記載例は、代表的なサービスの一例です。これらを参考に記入してください。 

（１）インターネット関連サービス全般 

（２）ＭＶＮＯ（移動通信事業者のサービスの再版） 

（３）マンションインターネット 

（４）転送サービスの再販、電話番号の再販 

（５）ＦＡＸ転送サービス 



（１）インターネット関連サービス全般 

インターネット網を介して接続された利用者間の電気通信を媒介するサービス 

 

 

ネットワークの名称               

 

 

              サーバの設置者            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （サービス例） 

・電子メールマガジンの媒介（加工・編集なし）  ・コンテンツの媒介（加工・編集なし） 

  ・クローズドチャット              ・出会い系サイト 

  ・ホスティング（電子メール運営）        ・国外サーバを用いた電子メール 

 

 

注１：ネットワークの名称または利用者向けのサービス名を記入すること。 

注２：サーバの設置者名（自社または提供元の名称）を記入すること。 



（２）ＭＶＮＯ（移動通信事業者のサービスの再販） 

  移動通信事業者から大口契約でサービス提供を受け、利用者に小売りするサービス。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 卸し元の移動通信事業者名を記入すること 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



（３）マンションインターネット 

  電気通信事業者から一括契約でサービス提供を受け、居住者に小売りする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１ 接続する回線電気通信事業者を記入すること。 

注２ プロバイダ契約も一括で行っている場合は、プロバイダ名を記入すること。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（４）転送サービスの再販 

  届出者が電気通信事業者から調達した固定電話（転送サービス付き）を利用者に再販する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５）ＦＡＸ転送サービス 

利用者が電子メールで送信またはブラウザから入力された内容を、ＦＡＸに変換してＦＡＸ受信先に送信する。 

利用者あてに送信されたＦＡＸを、電子メールに変換して利用者に送信する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


